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令和４年横審第５号 

裁    決 

油送船Ａ橋脚衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 五級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官桐井晋司出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年７月１４日１０時５５分 

 東京都江戸川区中川 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 油送船Ａ 

  総 ト ン 数 １２２トン 

  全   長 ３７.０１メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ４０４キロワット 
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３ 事実の経過 

 (1) 設備及び旋回性能 

   Ａは、平成５年１月に進水した船尾に操舵室を配し、１軸固定ピ

ッチプロペラ、フラップラダー及びバウスラスターを有する鋼製油

送船で、貨物油槽を４槽設け、操舵室には、中央前面に磁気コンパ

ス及び操舵輪、左舷側にバウスラスター操作レバー、右舷側に操舵

レバー、機関遠隔操作装置、舵角指示器が装備され、バラスト水排

出後の空倉時は、乾舷が高くなるので、前方を見やすくするため、

操舵輪の後方には高さ約１メートルの踏み台が設置され、同踏み台

の上に立って操舵室上部から上半身を出して操船できるようになっ

ていた。 

   旋回にかかる時間は、船舶件名表中の海上試運転成績によれば、

右舵をとった場合、３０度は９秒、９０度は１９秒、１８０度は４０

秒、３６０度は１分２７秒で、左舵を取った場合、３０度は１０秒、

９０度は２４秒、１８０度は４６秒、３６０度は１分３１秒であっ

た。 

 (2) 中川及び新小松川小橋 

   中川は、埼玉県羽生市に源を発し、大落古利根川、新方川、元荒

川、大場川など多くの河川を集めて南下し、東京都葛飾区の中川七

曲りと呼ばれる蛇行区間を経た後、荒川と平行して流れ、江戸川区

で東京湾に注ぐ流路延長約８０キロメートルの一級河川で、河口か

ら約４.５キロメートルのところに、北側に小松川小橋、南側に新

小松川小橋がそれぞれ架橋されていた。 

   新小松川小橋は、長さ１５６.２メートル幅１７.８メートルで、

東西方向に架橋され、西側の右岸からそれぞれ橋脚Ｐ９、橋脚Ｐ１０、

橋脚Ｐ１１と名称が付された橋脚が約３５メートルの間隔で築造さ
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れ、各橋脚間が可航域であった。 

 (3) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、ａ受審人ほか３人が乗り組み、積荷の目的で、空倉のまま、

船首０.８メートル船尾２.０メートルの喫水をもって、令和３年７

月１４日１０時００分埼玉県八潮市所在の油類荷役基地を発し、中

川を下航する予定で千葉港に向かった。 

   ａ受審人は、葛飾区で中川にかかる平和橋を航過後、バラスト水

を排出し、船首喫水が０.２メートルとなり乾舷が高くなったので

踏み台の上に立ち、操舵室上部から上半身を出して見張りと操船を

行い、操舵レバーを足で操作して下航し、新小松川小橋上流の右岸

で護岸工事を行っていたことから、引き波の影響を与えないよう左

岸側に寄り、１０時４７分半江戸川区所在の標高２９.１４メート

ルの三等三角点一色（以下「一色三角点」という。）から２６０度

（真方位、以下同じ。）８８０メートルの地点で、針路を１６２度

に定め、機関を極微速力前進にかけて２.２ノットの速力（対地速

力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

   ａ受審人は、橋脚Ｐ１０と橋脚Ｐ１１との間を航過すると、同橋

下流の左岸にマリーナがあることから、近くを航行して係留船に引

き波の影響を与えるかもしれないと考え、橋脚Ｐ９と橋脚Ｐ１０

との間を航過することとし、１０時５３分少し前一色三角点から

２３９.５度８９０メートルの地点で、小松川小橋まで１４０メー

トルとなったとき、大きく舵をとると川の流れにより圧流されて操

船が困難になるおそれがあったが、多少圧流されても態勢を立て直

すことができると思い、大舵にならないよう、踏み台を降りて操舵

室内に入り、舵角指示器を確認して舵をとるなど、操船を適切に行

うことなく右舵をとった。 
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   ａ受審人は、右回頭が始まった後、川の流れで船尾が左舷方に圧

流されたので、踏み台を降りて操舵室内に入り、操舵レバーを左に

動かしたところ大きく左回頭が始まり、その後、舵及び機関を種々

操作したものの、及ばず、１０時５５分一色三角点から２３１度

９７０メートルの地点において、Ａは、１５８度を向いたとき、原

速力のまま、その左舷船首部が橋脚Ｐ１０の北西部に衝突した。 

   当時、天候は晴れで風力１の北北西風が吹き、視界は良好であっ

た。 

   衝突の結果、Ａは、左舷船首部外板に凹損等を、橋脚Ｐ１０は、

北西部にコンクリート剥離等をそれぞれ生じ、後にいずれも修理さ

れた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件橋脚衝突は、新小松川小橋上流において、同橋橋脚間を航過する

際、操船が不適切で、川の流れにより圧流されて操船が困難となり、橋

脚Ｐ１０に向かって進行したことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、新小松川小橋上流において、同橋橋脚間を航過する場合、

大きく舵をとると川の流れにより圧流されて操船が困難になるおそれが

あったのだから、大舵にならないよう、操舵室内に入って舵角指示器を

確認して舵をとるなど、操船を適切に行うべき注意義務があった。しか

るに、同人は、多少圧流されても態勢を立て直すことができると思い、

操船を適切に行わなかった職務上の過失により、川の流れにより圧流さ

れて操船が困難となり、橋脚Ｐ１０に向かって進行し、同橋脚に衝突す

る事態を招き、船体及び橋脚Ｐ１０に損傷をそれぞれ生じさせるに至っ

た。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、
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同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年９月２７日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  大  北  直  明 


